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提案理由 

地方自治法第２６０条の２第２項第３号において「その区域に住所を有する

すべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に

構成員となつていること」が地縁による団体の認可要件の一つに規定されてい

ることがもたらすさまざまな弊害の除去及び軽減のため、同法第２６０条の２

第２項第３号及び同法同条の２第７項並びに関係政省令等の改正を求める。 

これが、本案を提出する理由である。 



認可地縁団体の構成員として世帯主を選択できるようにし、また「相当

数」の定義は「４割以上」とする地方自治法等の改正を求める意見書 

 

我が国では、１９９１年４月２日施行の地方自治法の一部を改正する法律に

より、自治会等による法人格の取得を可能とする「地縁による団体」の権利能

力取得制度が導入された。 

また、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公

益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

が２００８年１２月１日に施行されることによって、それまで地方自治法にお

いて地縁団体の認可に関し民法から準用されていた条文が地方自治法で明文化

された。 

これらの改正のおかげで、それまでできなかった、自治会等の名義での不動

産登記などができるようになった。 

しかしながら、地方自治法第２６０条の２第２項第３号において「その区域

に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相

当数の者が現に構成員となつていること」が地縁による団体の認可要件の一つ

に規定されているため、以下のような問題が各地で起きている。 

まず、「その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができ

る」という条文が専ら、乳幼児等を含むすべての地域住民が構成員の候補とな

らなければならないと解釈されているため、個人として意思表示さえできない

年齢の住民に加入の意思を確認しなければならないという問題が生じている。 

さらに、同号において「その相当数の者が現に構成員となつていること」と

明記されている部分は、対象区域のすべての個人の過半数が構成員となってい

ることと解されているため、認可を得るときはもちろん、認可後であっても、

乳幼児等を含む対象区域のすべての住民の数を数え、構成員が半数を超えてい

ることを確認する作業を毎年行わねばならない。 

これらの作業等は、単に不合理であるだけでなく、認可地縁団体及び同団体

の認可を受けようとしている自治会等の役員に過度な負担を負わせることとな

っている。これらの不合理と非効率は、結果的に、不動産の登記等を希望して

いる自治会等の意欲をなえさせており、法改正の趣旨が生かされていない状態



と言わざるを得ない。 

よって、本市議会は、上記の弊害を除去ないし軽減するため、認可地縁団体

の構成員として、各市町村が個人か世帯主を選択できるよう、また、個人を選

択した場合であっても「世帯主でない満１５歳未満の者は除外できる」ことを

選択できるよう、なおかつ、「その相当数の者が現に構成員となつているこ

と」の規定中の「相当数」の定義が「個人を構成員の単位として選択した場合

はその区域に住所を有するすべての個人の５分の２以上」となるよう、地方自

治法第２６０条の２第２項第３号及び同法同条の２第７項並びに関係政省令等

の改正を国会及び政府に強く要望する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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